
令和７年度補正予算のEBPM「こどもの権利擁護体制整備促進事業」

課題データ

こども大綱（令和５年12月22日閣議決定）においては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズ
パーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」とされているところ。
これに基づき、令和６年度に、地方公共団体が設置するこどもの権利が侵害された場合の救済機関（以下、オンブズパーソン等）を含め、国内外
の相談救済機関の事例に関する調査研究を実施した。さらに、令和７年度には、その調査研究結果を踏まえた追加の調査研究を実施することによ
り、地方公共団体のオンブズパーソンの実態把握を進める予定。
上記の調査研究結果によれば、オンブズパーソン等の設置を行っている地方公共団体は約70自治体となっており、また、取組状況も区々である
ことから、これらの取組を質量ともに拡充するよう推進していく必要がある。

事業

こどもの権利擁護体制整備促進事業 令和７年度補正予算：30百万円
都道府県・市区町村等の地方公共団体からモデル事業を実施する地域を指定し、オンブズパーソン等の設置や機能拡充等に向けた取組を支援する
とともに、それらに係る制度面、財政面、実務面等の課題の把握や、それらを解決するための知見等を収集する。
上記により、地方公共団体におけるオンブズパーソン等の設置等をはじめとする権利擁護の体制整備を促進しつつ、実際の取組を通じて明らかと
なる課題把握・知見収集を行い、これらを活用して、地方公共団体におけるこどもの権利擁護の体制整備に向けたガイドライン等の策定を目指す。

目
標

こども・若者の幸福な生活 ／ 少子化トレンドを大きく変える ／ 未来を担う人材の育み

すべてのこども・若者の
健やかな成長の保障

結婚・子育てに関する希望の形成と
その実現を阻む隘路の打破

EBPM

指
標

アウトプット

地方公共団体におけるこどもの権利擁護の体制整備の実現

短期
アウトカム

中期
アウトカム

長期
アウトカム

全国の地方公共団体におけるオンブズパーソン等の設置数の増加（2024年度時点：61件）

―

モデル事業を通じたオンブズパーソン等の設置件数
2026年度 ２件

こども・若者の権利保障と
その視点の尊重、意見聴取と対話 良好な成育環境の提供

オンブズパーソン等の設置等に係る諸課題の把握
及び解決に向けた知見等の収集

※アウトプット、アウトカムの（ ）内は直近の実績値
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